
赤赤十十字字幼幼児児安安全全法法  

支支援援員員資資格格継継続続研研修修  
【 日    時 】   平成２８年７月２３日（土） ９時～１３時                                         

【 対 象 者  】   赤十字幼児安全法支援員の資格を取得され資格を取得してから２年以上経過し３年未満の方 

   【 内    容 】  ・赤十字幼児安全法について 

・こどもにおこりやすい事故の予防と手当について 

・こどもの病気と手当のしかた 

 

 

みんな！ 

離れて下さい！！ 

12 名の皆さん、受講頂き有難うございました。 

平成 31年度末で資格継続研修制度が終了となります。

5 年後、是非とも支援員養成講習の再受講をお願いし

ます。お待ちしています！！  渡部・坂本 


